
①基本的な生活習慣が大切です。「早寝早起き」「規則正しい食事」「朝の排便」など基本

的な生活習慣を身に付けることが学習習慣の定着に必要です。

②学習しやすい雰囲気を作るためにお家の方が目に届くところや、一人で集中しやすい場

所など学年を考えて、お子さんにあった学習場所をご家庭で相談してください。テレビ

を消して、きちんと座って姿勢良く学習するよう声をかけてください。

③学習に取り組んでいるときは最後まで丁寧に取り組めるように励まし、学習が終わった

ら、内容を確認・点検して、できたこと・がんばったことを褒めてあげてください。そ

の一言が学習意欲につながります。

※急な登校日の中止、学習課題の引き取りに御協力いただきありがとうございます。

必ず子ども達が安心して学校生活を過ごせる日はやってきます。子ども達を守り、協

力してこの難局を乗り越えましょう！
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予定している行事等について
・郡市陸上競技大会⇒中止 ・全国学力学習状況調査⇒中止
※夏季休業中の登校日の実施等も含め、今後の対応は教育委員会と協議して決定しま
す。各行事については、教育効果と指導時間等を勘案して、実施・延期・縮小・中止
をしていきいます。御理解御協力をいただきますようお願いします。

心配なことはお問い合わせくだい
コロナウィルス感染拡大を受け、不安な日々が続いています。心配なことは、お問い

合わせください。
○これまでに、教育委員会や学校に問い合わせがあった内容
《感染防止策は？》
・学校ホームページに４月５日に記載しています。４月６日（１年生は４月８日）に配
付した文書もご確認ください。①「学校での対応策」②「ご家庭での感染予防の取り
組みへのお願い」がそれぞれ７点あります。学校再開時には万全を期します。

《マスクが家庭にない場合は？》
・マスクが品切れで購入できない場合は、学校に寄付していただいたマスクが若干あり
ますので、連絡帳で担任までお知らせください。なお、国から２枚、繰り返し使用可
能な布製マスクが児童に配布される予定です。 ※学校へ持ってくる場合は、必ず名
前を書いてください

《スクールバスでの感染防止策は?》
・バス会社で、児童が降車後に、バスの中を消毒してくださいます。乗車中はマスクの
着用と不要な会話はしないように指導します。

※休校中でも、スクールカウンセラー等に相談することは可能です。お子さんのこと
で心配事がありましたらお知らせください。



② 学習するための環境づくり

③ 家庭学習の取り組み方

④ 学習時間の目安

⑤ 励まし、褒める

まずは、基本的な生活習慣が大切です。「早寝早起き」「規則正しい食事」 「朝の排便」

など基本的な生活習慣を身に付けることが、学習習慣の定着に は欠かせません。学習習

慣と合わせて気を付けてください。

関係省庁と連携し４月中旬から小中学校等の児童生徒及び教 職員分の布マスクの配布を

始めています。

体育の授業の実施に際しては、個人や少人数で密集せず距離を取って行うことができ る

運動を行うなどの工夫をすることが考えられます。また、児童生徒が密集する運動や

児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動については、地域の感

染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、例えば、新年度当初に実施するので

はなく、年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫をすることが考えられ

ます。

○ また、可能な限り授業を屋外で実施したり、児童生徒が集合・整列する場面を避ける

などの工夫をするとともに、用具を使用する前に消毒したり、授業の前後に手洗いを徹

底するなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じてください。

①文部科学省ホームページでの「子供の学び応援 サイト」の開設や②



現在、全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等専修学校等の児童生徒 及

び教職員に対して、４月中に１枚、５月以降に１枚、繰り返し使用可能な布製マスク を

配布すべく取組を進めているところです

、各教科書発行者に対して、各学校・設 置者等の検討に資する資料の作成について依頼

しているところであり、必要に応じて参 照いただきたいと考えています。

・音楽科において、狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体の接触を伴う活動につい て、

年間指導計画の中で指導の順序を変更することや、歌う際にはできる限り一人一 人の間

隔を空け、人がいる方向に口が向かないようすること ・家庭科において、調理などの実

習について、年間指導計画の中で指導の順序を変更す ることや、衛生管理をより一層徹

底すること ・体育科・保健体育科において、児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距

離で組み合 ったり接触したりする場面が多い運動について、年間指導計画の中で指導の

順序を変 更することや、個人や少人数で密集せず距離を取って行うことができる運動を

行うな どの工夫をすること


